
第 4回とよの市 出店要領

露店の出店に際しましては、次の事項を厳守願います。

１、売店設置に際し、会場内施設を傷つけないよう十分気をつけ、万一傷つけ

た場合には、必ず主催者に報告すること。

２、排水溝には、絶対にゴミ･残飯等は流さないこと。また、お客様のゴミ以外

の各店舗のゴミ等は、責任を持って持ち帰ること。

３、火気（ガソリン・発電機含む）を使用する場合は、必ず消火器を設置し、

取り扱いに十分注意すること。

４、借用した机、いす等を確認し、所定の場所に返却すること。

５、許認可等を必要とする売店を営業するものは、衛生面に十分配慮するとと

もに、許可証の正本、またはコピーを携帯すること。

６、お客様とのトラブルは誠意を持って対応すること。賠償等については出店

者において対応すること。

７、出店申込書に記載した取り扱い品目は、トラブル等、無益な弊害を避ける

ため、１０月７日（月）以降は認めない。

８、上記いずれかに違反したと認められた場合や虚偽の申請、また、主催者の

指示に従わない場合は、即時出店取り消しとし、出店に関するいかなる損

害も補償しないこと。

出店するに当たって、上記要領について必ず守ることを誓います。
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